令和８年度（２０２６年度）熊本市不法投棄監視業務委託仕様書

1． 業務委託名　令和８年度（２０２６年度）熊本市不法投棄監視業務委託

２．履行場所　熊本市内一円

３．履行期間　令和８年（２０２６年）４月　１日から
令和９年（２０２７年）３月３１日まで

４．担当部署　熊本市環境局資源循環部事業ごみ対策課

５．業務の目的
　　　不法投棄の未然防止と不法投棄物・不法投棄者の早期発見のため、不法投棄の多発地域を車両及び徒歩による巡回やカメラ等を用いた監視業務を行うとともに、不法投棄を発見した場合には、証拠の保全や投棄者の特定など必要な措置を行う。

６．業務内容
（1） 巡回監視
１）実施場所
イ）　中央部エリア（中心市街地（下通、上通、並木坂、長塀通り）周辺）
別紙１「熊本市不法投棄監視業務地図」の中央部エリアで示す範囲を徒歩により巡回監視する。
なお、範囲は基本的なルートを示すもので、不法投棄の発生状況に応じ、範囲の変更が可能なものとする。
ロ）　東西南北コース（山間部）
[bookmark: _Hlk62240595]別紙１「熊本市不法投棄監視業務地図」の東部コース、西部コース、南部コース及び北部コースについて、パトロール車両を用いて、順次、巡回監視する。
なお、各コースは基本的なルートを示すもので、基本ルートに示す以外にも、道路事情や不法投棄の発生状況に応じ、変更が可能なものとする。
◆　東部コース（清水万石、鹿帰瀬町、戸島町、秋津町、元三町方面）
基本ルート　Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ａ
◆　西部コース（島崎、河内、松尾町、沖新町、海路口町方面）
基本ルート　Ａ→Ｂ→Ｇ→Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ａ
◆　南部コース（城南町、富合町方面）
基本ルート　Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｂ→Ａ
◆　北部コース（四方寄町、植木町平山、植木町山本方面）
基本ルート　Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ｇ→Ｈ→Ｉ→Ｂ→Ａ
　　ハ）　江津湖周辺コース
別紙１「熊本市不法投棄監視業務地図」の江津湖周辺コースをパトロール車両及び徒歩により、順次、巡回監視する。
2） 実施体制及び実施日
巡回監視業務は、２班体制（以下、中央部エリアをA班、東西南北コース及び江　津湖コースをB班という。）で実施し、各班２名で業務を実施する。
イ）　A班の実施日
週に６日とするが、年末年始（１２月２９日から１月３日）については実施する。
ロ）　B班の実施日
東西南北コース及び江津湖周辺コースは週に１回とする。
※　詳細は別紙２「熊本市不法投棄監視業務日程予定表」を参照すること。
3） 実施時間帯
イ） A班の実施時間
６時３０分～１０時３０分の４時間。中央部エリアを徒歩で巡回監視を行い、道路等の清掃を行う。
ロ） B班の実施時間
９時００分～１５時００分の６時間（うち、１時間は休憩時間。）。東西南北コースの東部、西部、南部、北部コースのうちの１コース又は江津湖周辺コースの巡回監視を行う。
◆　１人１日当たりの実働時間は５時間００分とする。
◆　上記の実施時間について、５日間を上限として２２時００分から５時００分の間を開始時間とし、連続する６時間（うち、１時間は休憩時間。）の巡回監視を行うこと。実施日については、別途、事前に指示する。
4） 実施方法
実施日ごとに指定する地域（コース）について、以下に示すとおりに巡回監視を行うとともに、適宣待機して監視を行うこと。重点監視場所を市が指示した場合は、それに従うこと。
1 不法投棄をするおそれがある不審者等を発見した場合
状況に応じて待機監視などを行い確認すること。
2 不法投棄を発見した場合（①から実際に不法投棄に至った場合も含む。）
発見した場所・状況を記録し、直ちに所轄の警察署に連絡を行うこと。報告後、警察署の指示に従い、不法投棄者の特定、証拠の保全を可能な限り行うこと。
　　　◆　不法投棄者の服装及び背格好等の特徴を記録すること。
◆　不法投棄に用いられた車両ナンバー、車種、色、特徴（車体に記載された社名等）、投棄物を記録すること。
◆　不法投棄者・車両の記録に際しては、必要に応じて写真撮影または高感度ビデオカメラを使用すること。また、これらの使用にあたっては、行為者等及びその他通行人などの肖像が写らないようにし、現に不法投棄している場合などに限定し、かつ、必要最小限にとどめること。
3 不法投棄物を発見した場合
発見した場所・状況を記録するとともに、不法投棄物を調査して、投棄者を特定できる内容物の発見等に努めること。不法投棄物には、必要に応じ、市から提供するシールに発見日等を記載して添付すること。
◆　不法投棄物の記録に際しては、必要に応じて写真撮影または高感度ビデオカメラを使用すること。なお、これらの使用にあたっては、通行人などの肖像が写らないようにすること。
◆　B班の監視パトロールにおいて、不法投棄物を調査した結果、投棄者を特定できなかった場合は、原則受託者にて回収し、廃棄物の種類に応じて市の環境工場、環境センター又は市が指定するリサイクル施設に搬入すること。環境工場、環境センター又は市が指定するリサイクル施設に廃棄物を搬入する日は、日曜及び年末年始を除く８時３０分から１６時３０分までとする。またパトロール車両に搭載することが困難である大型ごみ等の取扱いについては、市と協議の上対応する。
4 不法投棄物が道路上に散乱していた場合及び道路上のポイ捨てごみについて
◆　A班の監視パトロールにおいて、不法投棄物（廃棄物処理業者に回収されずに道路上に残っている、又は回収前の廃棄物を含む。）が道路上に散乱していた場合には清掃を行うこと。なお、清掃後、再度、道路上に散乱するおそれがある場合には、不法投棄物を回収すること。また、監視パトロール中に発見した道路上のポイ捨てごみは回収すること。回収した不法投棄物及びポイ捨てごみは受託者にて持ち帰り、市が回収するまでの間、適切に保管すること。保管のために必要な容器等は受託者にて手配し、鳥獣その他の要因等で周辺環境に悪影響が生じないようにすること。市による回収の頻度は原則、１週間に１度とする。ただし、ごみの発生量その他の事情により上記の頻度の回収では不法投棄物を保管できない場合には、協議の上、市が回収を行う。
（2）  監視カメラによる監視
不法投棄が頻発する場所に２４時間監視ができるカメラ５台を設置し、監視を行う。（以下、当該業務を行う班をC班という。）カメラの設置場所は別紙１「熊本市不法投棄監視業務地図」の中央部エリア内とし、別途、指示する。監視員による監視は毎日、９時から１７時のうち、市が指定する１時間とする。
＜カメラの仕様など＞
・　24時間リアルタイムのカメラ映像を確認できるシステムであること。また、カメラ映像を記録し、その記録した映像を確認できるシステムとする。
＜カメラ仕様＞
・　IEC(国際電気標準会議)およびJIS(日本産業規格)で定められたIP66規格に準拠していること。
・　デイナイト機能を有すること。
・　画角は水平50度以上の機能を有すること。
・　Power over Ethernet(PoE)方式の電源を有すること。
・　水平（パン）方向に360°の範囲以上、垂直（チルト）方向に90°の範囲以上に可動する機能を有すること。
・　倍率10倍以上の光学ズーム機能を有すること。

＜クラウド保存、セキュリティについて＞
・　本業務にて撮影された映像はインターネット回線を経由してクラウドサーバーに保存されること。また、映像はハードディスクには保存されないこととする。
・　録画映像はクラウド上のサーバーに30日以上保存されること。
・　録画映像をウェブブラウザ又はアプリケーションを用いて閲覧が行えること。
・　録画映像の任意の部分を指定して映像にマスク、動体検知が行えること。
・　動体検知した際に指定のメールアドレスに通知が行えること。
・　任意の期間を指定して録画映像のダウンロードが行えること。
・　カメラ1台あたり15人以上に対して映像の視聴権限の付与が行えること。
・　映像の閲覧者ごとに付与する権限は個別の設定が行えること。
・　カメラがネットワークから切断された際に、指定のメールアドレスに通知が行えること。
・　カメラからクラウドサーバーへのデータ転送はTLSv1.1以上のセキュリティレベルであること。
・　クラウドサーバー上に保存された録画映像はAES256（同等以上）で暗号化されていること。
・　視聴する端末は指定されたグローバルIPアドレスに接続している状態でのみ閲覧が行えること。
・　管理者、利用者に利用制限を設け、管理者は利用者を追加、削除が行えること。　　
・　クラウドサーバーに保存された映像は、セキュリティ対策がされたウェブブラウザ、アプリケーションにより特定のID及びパスワードでアクセスが行えること。
・　カメラ本体画素数：200 万画素以上。
・　クラウドサーバーへ記録映像を送信する仕組みとし、外部からカメラへのアクセスが不可能な事。送信フレーム数：30fps以上（１秒間）。
・　映像を送信するモバイルルーター等の通信機器を設置すること。また、送信容量はカメラ1台につき、月間約150GBの上り容量を確保すること。
・　ネットワーク接続監視時間は１分単位で設定出来ること。
＜セキュリティ対策＞
・　ネットワーク上の外部からクラウドカメラへ直接アクセスができないこと。
・　カメラ本体に映像が残らないこと。
・　送信するデータやサーバーに保存する映像データは暗号化されていること。
・　クラウドサーバーは容易にアクセスできないよう万全のセキュリティを行い、管理権限をもったユーザーのみアクセスできるよう制限すること。
＜カメラ保守＞
・　カメラに異常が発生し映像が映らない場合は、メールにて管理者（受託者）へ通報する機能を有すること。
・　受託者は、設置した機器に異常が発生した場合、現地確認が迅速にできる体制を確保すること。またその場で修復が不可能な場合、後日、同等の機能を有する代替機と交換し設置機器を修繕すること。
＜映像の所有権＞
・　映像の所有権は委託者が有するものとする。また調査及び市内状況を確認する必要がある場合のシェアについては委託者権限にて管理を行えること。
　　　・　受託者は、警察及びその他関係機関から録画されている映像の提出を求められた場合、委託者の許可を得た後、すみやかに対処すること。
＜その他＞
・　受託者は、委託者が指定する場所にクラウドカメラを設置する。設置に必要な場所及び電源は委託者で用意するものとし、設置に要する費用及びカメラによる監視業務に係る通信費は受託者が負担する。
（3） 提出書類及び報告事項等
1 提出書類
本業務の着手に当たり、事前に次に掲げる書類を提出すること。
· 本業務に従事する者（以下、「監視員」という。）及び市からの重要な伝達事項の受付け・連絡などを行い、業務を総括・管理する者（以下、「業務管理者」という。）の名簿を届け出ること。なお、監視員が業務管理者を兼務することができる。（別紙届出様式１「不法投棄監視業務従事者名簿」）
· 本業務で使用するパトロール車両及び監視員の制服を届け出ること。なお、パトロール車両については、車検証の写しと自動車任意保険の保険証券の写しを添付すること。（別紙届出様式２「使用車両・制服使用状況届」）
· 本業務で使用する監視カメラの仕様書を提出すること。なお、様式は問わない。
2 報告事項等（報告書は班毎に提出すること。）
◆　監視パトロール実施後、A班及びB班は、すみやかに別紙報告様式１－１「不法投棄監視業務報告書（日報）」を作成し、電子メール、ファクシミリ等で報告すること。
また、６．（１）４）②及び③により不法投棄及び不法投棄物を発見した場合は、別紙報告様式１－２「不法投棄状況等報告書」を作成し、撮影した写真及び発見場所の地図を添えて、A班は業務終了後３時間以内に、B班は翌日までに電子メールまたは持参により報告すること。撮影した写真を持参する場合は、記録メディアの提出をすること。
　なお、報告書には、前回までに報告済みの不法投棄物であるか、今回新たに報告する不法投棄物であるかの判別ができるように記載すること。またA班の業務において、報告済みの不法投棄物については、次回以降の監視パトロール時に再度確認を行い、撤去が完了するまでの間、毎回報告すること。
◆　受託者は、月ごとに別紙報告様式２「不法投棄監視業務報告書（月報）」を作成し翌月５日（当該日が土曜日、日曜日又は休日の場合は市の次の開庁日とする。）までに提出すること。
◆　本業務実施中に発生した事故・事件については、すみやかに市に報告したうえで、別紙報告様式３「事故・事件状況報告書」を提出すること。
（4） 業務に従事する際の留意事項
　① 　業務に従事する者について
◆　監視員については、受託者が雇用する社員であって、警備業法第14条の規定に違反していない警備員を配置すること。また、本業務を確実に遂行できるよう人員体制を確保しておくこと。
◆　受託者は、業務履行の前までに、監視員に対して本業務中の事故等の発生を事前に防止するための研修等（警備業法に基づく警備員の指導教育含む。以下、「研修等」という。）など保安教育の徹底を図るなど必要な措置を講じること。また、研修等の実施については、書面（様式は問わない）により報告すること。
なお、研修等に必要な期間は本業務の履行期間に含まないものとし、当該研修等に要する費用（人件費含む）は受託者の負担で行うものとする。
　　　◆　業務管理者又は監視員に変更が生じた場合は、別紙届出様式１「不法投棄監視業務従事者名簿」を再提出すること。また、引継ぎ書の作成や研修等を実施し、業務を確実に引き継ぐこと。
　　　　　なお、研修等に必要な期間は本業務の履行期間に含まないものとし、当該研修等に要する費用（人件費含む）については受託者の負担で行うものとする。
◆　監視員は、本業務従事中にあっては市から交付する証明書を常に携帯すること。
　　なお、証明書は、本業務の履行期間終了後、すみやかに市に返却すること。
◆　業務の実施にあたっては、常に服装を正しくし、礼儀正しく対応するものとし、トラブルが生じることのないよう、細心の注意を払うこと。
② 本業務で使用するパトロール車両について
◆　パトロール車両は、受託者の負担で受託者が準備すること。
◆　パトロール車両は、昼夜を問わず「不法投棄監視パトロール」の実施中であることが確認できる表示を行うこと。
◆　パトロール車両は法定点検を行うとともに、運行前点検をはじめ日々の点検整備を行うこと。
◆　パトロール車両の燃料その他維持に必要な費用は、受託者が負担すること。
◆　パトロール車両については、本業務履行期間を通じて有効な自動車任意保険（対人無制限、対物1000万円以上。本業務に使用するパトロール車両は全車両。）に受託者の負担により必ず加入すること。
　　　◆　パトロール車両が車検・点検・修理等により使用できない場合のバックアップのための車両を確保し、本業務の遂行に支障がないようにすること。
　　　◆　受託者で回収が可能な廃棄物（以下、「回収可能廃棄物」という。）を回収し、運搬できる車両であること。
③ 本業務の従事中の服装について
　　　◆　監視員は、受託者が警備業法第16条第２項により届出した制服を着用すること。
◆　受託者は、「不法投棄監視パトロール」であることを表示しているタスキ等を準備し、A班の監視員は制服の上から着用すること。
④ 携帯電話について
　　　◆　本業務の従事時間中は、監視員は、市との連絡用に、携帯電話を１班につき１台以上携帯すること。また、使用する携帯電話の番号は事前に市に届け出ること。（通信費を含め携帯電話にかかる費用はすべて受託者の負担とする。）
⑤ 資材等について
· 監視パトロール及び清掃に必要な資材及び市への報告に必要な資材等は、原則として受託者の負担で準備すること。（ライト、デジタルカメラ、記録メディア、高感度ビデオカメラ、筆記用具、携帯電話、ゼンリン地図※１、ほうき、ちり取り、ビニール袋※２など）
※１　ゼンリン地図については、区割り制導入以降のものを用意すること。
※２　回収可能廃棄物、散乱ごみ等の回収に使用するビニール袋は、透明又は半透明のものを用意すること。
⑥ 対応困難なトラブル等について
　　　◆　対応困難なトラブル等が発生した場合は、すみやかに市に連絡すること。
⑦ 回収した廃棄物の搬入について
· 回収可能廃棄物を環境工場又は環境センターに持ち込む際には、必ず市から貸与された搬入カードを使用すること。なお、市の承諾なく、搬入カードを用いずに持ち込んだ際の費用は受託者の負担とする。
· 本業務で回収した廃棄物以外のものは、搬入カードを用いて環境工場及び環境センターに持ち込まないこと。

７　その他
　（１）　受託者は本業務中に知り得た情報を市の許可なく公表又は利用しないこと。
（２）　受託者は、道路交通法等、本業務に関係のある法令等を遵守すること。
（３）　台風・大雨その他自然災害等の事由により監視パトロールの実施が困難である場合には、市と協議の上、当日の監視パトロールの実施を中止することができるものとする。
（４）　その他本仕様書に定められていない事項及び仕様書の内容について疑義が生じた場合は、市と受託者が協議して決定する。ただし、軽微な事項については、市の指示に従うこと。
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